
令和２年６月 25 日 

 

保 護 者 様 

 

相楽東部広域連合立笠置中学校 

校 長   井 上 弘 規 

 

部活動の制限緩和について（お知らせ） 

 

 

梅雨の候、保護者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

平素は、本校教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

さて、京都府および連合教育委員会から部活動の段階的緩和措置が示されたことを受け、本校ではこれ

までの制限を下記の通り段階的に緩和してまいりますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

 
【６月 27 日（土）から】 

  ・土日祝日の部活動時間を３時間程度までとします （これまでは２時間程度） 

 

【７月 ２日（木）から】   

  ・最終下校を１７時４０分に延長します  （これまでは１６時４０分） 

  ・平日の部活動時間を２時間程度とします （これまでは１時間程度） 

  ・土日祝日の対外的活動は、本校を含め２校程度から始めます （これまでは禁止） 

 

【７月 11 日（土）から】 

  ・奈良県や三重県などバス移動時間が片道１時間半程度までの範囲で、３校以上での活動を可とし

ます 

 

【８月 １日（土）から】 

  ・近畿圏外の活動（泊を伴う活動含む）については、連合教育委員会と協議して決定します 

        

【その他】 

  ・自宅で検温してから登校してください。なお、発熱や風邪症状のある場合は休ませてください。 

  ・大変恐縮ではありますが、生徒の安全確保、感染防止の観点から、保護者の応援につきましては

原則他校会場へは行かれませんよう各校でご協力をお願いしております。厳守お願いします。 

  ・上記の内容は、今後の感染状況により変更することがありますのでご了解をお願いいたします。 

 


